
 

個 人 情 報 使 用 同 意 書 

 

私（及び私の家族）の個人情報の利用について、下記により必要最小限の範囲内で使用することに同意します。 

記 

１ 使用目的 

（1）介護予防 小規模多機能型居宅介護の提供を受けるにあたり、利用者、家族、 介護予防 小規模多機能型居宅介護の計

画作成担当者、管理者、介護職員、及び協力医療機関、協力歯科医療機関、看護師等との間で開催されるサービス担当者会

議や医療・介護連携推進会議等において、利用者の状態、家族の状況を把握するために必要な場合。 

（2）上記（1）の外、事業所及び医師・看護師等との連絡調整のために必要な場合。 

（3）現に介護サービスの提供を受けている場合で、利用者が体調等を崩し又はケガ等で病院へ行ったときで、医師・看護

師等に説明する場合。 

（4）緊急時・災害時において生命、身体の保護のため、利用者の安否情報を行政に提供する場合。 

２ 個人情報を提供する事業所等 

（1）介護予防 認知症対応型共同生活介護事業所 

（2）主治医・医師（病院又は診療所） 

（3）看護師 

（4）上記「使用目的」に係る際の行政 

３ 使用する期間 

サービスの提供を受けている期間 

４ 使用する条件 

（1）個人情報の利用については、必要最小限の範囲で使用するものとし、個人情報の提供に当たっては関係者以外の者に

洩れることのないよう細心の注意を払う。 

（2）個人情報を使用した会議，相手方，個人情報利用の内容等の経過を記録する。 

同意日 

 

事業所の名称 グッドライフケア向丘   

（法人名 株式会社グッドライフケア東京） 

 

 利用者   住所                                            

 

  氏名                                            

 

 家族代表者 住所                                            

 

  氏名                                            

 

  続柄                                            

 

 代理人   住所                                            

 

 氏名                                            

 

利用者との関係                                            

 

 



 

【20250106_小規模】 

重要事項説明書＜（介護予防）小規模多機能型居宅介護＞ 

あなた（又はあなたの家族）が利用しようと考えている指定小規模多機能型居宅介護及び指定介護予防小規模多機

能型居宅介護（以下「事業」という。）について，契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明いたし

ます。わからないこと、わかりにくいことがあれば遠慮なく質問をしてください。 

この「重要事項説明書」は，「文京区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する 

条例（平成 25 年 3 月 6 日条例第 9 号）」第 10 条、第 109 条の規定に基づき，本サービス提供契約締結に際し 

て，ご注意いただきたいことを説明するものです。 

 

１  事業所を開設する事業者（法人）について 

事 業 者 名 称 株式会社 グッドライフケア東京 

代 表 者 氏 名 代表取締役 珍田 純子 

本  社  所  在  地 

（連絡先及び電話番号） 

〒104-0033   東京都中央区新川 1-23-5 

電 話 03-3537-0790  FAX 03-3537-0791 

法 人 設 立 年 月 日 平成 12 年 6 月 12 日 

 

２  利用者に対して事業を実施する事業所の概要について 

(1) 事業所の所在地等 

事   業   所   名   称 グッドライフケア向丘 

サ ー ビ ス の 種 類 （介護予防）小規模多機能型居宅介護 

事   業   所   番   号 １３９０５００２２９ 

事 業 所 所 在 地 〒113-0024  東京都文京区西片 2 丁目 19 番 15 号 

電話番号・管理者名 03-3830-0451  小林 一充 

通表の事業の実施地域 東京都文京区 

（2）事業の目的と運営方針 

 事業の目的 

 （介護予防）小規模多機能型居宅介護の適正な運営を確保するために、人員及び管理 

運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にある利用者に対し、適切な事業 

（以下「サービス」という。）を提供することを目的とします。 

  

 

 

 

 

運営方針 

①利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地

域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境や特性

を踏まえ、「通い」「訪問」「宿泊」のサービスを柔軟に組み合わせることにより、当該

利用者に最も相応しいサービスを提供します。 

②サービスの提供にあたっては、介護保険法令、告示、文京区条例の主旨及び内容に従

い、居宅サービス計画、介護予防サービス計画、（介護予防）小規模多機能型居宅介護計

画に基づいて、要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に資するよう目標を設定してサー

ビスを提供することにより、利用者の居宅における機能訓練及び日常生活を支援します。

また利用者の意思、及び人格を尊重した、利用者の立場にたった、適切なサービス提供を

計画的に行います。 

③文京区、地域包括支援センター、地域の保健、医療及び福祉サービスとの綿密な連携を

図り、総合的なサービスの提供に務めるものとします。 



 

（3）施設の概要 

 交 通 東京メトロ南北線 「東大前」徒歩 4 分 ※1 番出口より約 260ｍ 

 建物概要 
構 造 鉄筋コンクリート造 地下 1 階地上 6 階建   

延床面積 1,200.88 ㎡ （363.26 坪） 

 居室概要 

延床面積 453.68 ㎡ （137.23 坪） ※2,3 階部分、事務室・職員控室を含みます。 

階層 2 階（「通い」） 3 階（「宿泊」） 

利用定員 18 名 ※共用施設定員 9 名 

居室面積  9.45 ㎡～9.67 ㎡ ※壁芯 

居室数  個室 9 室 

設備等(3 階) ベッド、洗面台、衣類収納家具、ナースコール 

 共用施設概要 

 食堂面積 74.21 ㎡ ※機能訓練部分含む。 29.73 ㎡ 

浴室 (2F) ※1 ヵ所（車いす用特殊浴槽） ※1 ヵ所（車いす用特殊浴槽） 

浴 室     1 ヵ所 

トイレ  3 ヵ所（車いす用 2 ヵ所）   2 ヵ所（車いす用） 

談話ｺｰﾅｰ  食堂・居間兼用   食堂・居間兼用 

併設施設概要 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護 

訪問看護ステーション 

 地域包括支援センター（分室） 

 防犯防災設備 

 避難設備等概要 

 消防設備  自動火災通報装置、スプリンクラー、非常ベル、熱・煙感知器、消火器、非常

灯、誘導灯 

 電気錠  屋外非常扉、玄関（非常災害時は開錠になります。） 

 ※保守点検等委託先：セコム株式会社 

 非常災害時の対応  消防署への届出済の「消防計画」に則り、対応を行います。 

 賠償責任保険  東京海上日動火災保険株式会社（福祉事業者向賠償責任保険） 

 (4) 事業所の職員体制について 

職員の職種 人員 業務内容 

管理者 1 名 ・管理業務 

計画作成担当者 1 名 

・ケアプラン及びサービス計画作成 

・利用者及び家族の相談・助言 

・関係機関との連絡・調整 

介護職員 6 名以上 ・介護業務（通い・訪問・宿泊） 

看護職員 2 名以上 
・看護業務（ST 看護師兼務含む） 

・利用者の健康・衛生管理 

３ 緊急時の対応方法について 

① 容体急変等の緊急時には、主治医の指示に基づき、協力医療機関、救急指定病院に搬送致します 

② 緊急時にはご登録いただいた、緊急連絡先にご連絡致しますので、医療機関に搬送させていただいた場合には、 

搬送先の医療機関に至急来院いただき、入院手続き・付き添い等をお願い致します。 



 

４ 事故発生時の対応について 

  利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、利用者の家族及び保険者（文京区）に連絡を行う 

とともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、 

速やかに損害賠償を行います。なお、事業所は下記の損害賠償保険に加入しています。 

  保健会社名 東京海上日動火災保険株式会社 

  保 険 名 賠償責任保険（福祉事業者用） 

 

５ 非常災害対策について 

  非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者または火気・ 

消防等について責任者を定め、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとします。 

非常災害に関する担当者（防火管理者）職・氏名 併設 GH 管理者 ・ 神保 洋一 

 

６ 衛生管理について 

(1) 事業所の従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

(2) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

 

７  事業実施地域及び基本時間 

（1）通常の事業の実施地域   文京区 

※上記以外の地域の方は原則として当事業所のサービスを利用できません。 

 (2) 営業日及び基本時間 

通いサービス         ９：００～１９：００ （基本時間） 

訪問サービス         ９：００～１８：００ （基本時間） 

宿泊サービス １８：００～翌９：００ （基本時間） 

※ 通い及び宿泊サービスの基本時間について、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏

まえて柔軟に対応します。また、上記の基本時間の他、電話による 24 時間常時連絡が可能な体制と

し、利用者に必要な場合は、基本時間以外の対応を行うことができることとします。 

 

８ サービス内容と利用料金 

(1) サービスの内容 

① 通いサービス 

事業所のサービス拠点において、食事や入浴、排泄等の日常生活上の支援や体調管理、機能訓練等を提供し 

ます。食事、排泄介助、入浴 ・機能訓練 ・健康チェック ・送迎  

② 訪問サービス 

自宅にお伺いし、食事や入浴、排泄等の日常生活上の支援や生活機能訓練の援助を提供します。また利用者

の状況に応じて電話での対応や安否確認を行う等、安心して生活できるよう支援します。 

③ 宿泊サービス 

事業所に宿泊していただき、食事、入浴、排泄等の日常生活上の援助や体調管理、生活機能訓練等を提供しま 

す。 

(2) 利用中止、変更、追加 

① 事業所が提供するサービスは、（介護予防）小規模多機能型居宅介護計画に定められた内容を基本としつ 

つ、利用者の日々の態様、希望等を勘案し、適時適切に「通い」「訪問」「宿泊」のサービスを組み合わ 

せて提供するものです。 

② 利用予定日の前に、利用者の都合により、（介護予防）小規模多機能型居宅介護の利用を中止又は変更、 



 

若しくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、原則としてサービスの実施日 

の前日までに事業者へ申し出て下さい。 

③ 「介護保険の対象となるサービス」については、利用料金は１ヶ月毎の包括費用（定額）のため、サービス 

の利用回数等を変更された場合でも１ヶ月の利用料は変更されません。ただし「介護保険の対象外のサービ 

ス」については、利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、食 

事キャンセルが間に合わないため、食事費用の料金をお支払いいただく場合があります。 

④ サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により利用者の希望する日時にサービス提 

供ができない場合、他の利用可能日時を提示して協議します。 

⑤ インフルエンザ、ノロウィルス等感染症が疑われる場合は、サービスの提供をお断りすることがあります 

⑥ 当日の健康チェックの結果又はサービスの利用中に、体調不良と認められる場合、サービスの変更又は中止 

することがあります。この場合、家族に連絡の上、適切に対応します。また、必要に応じて速やかに主治医又 

は歯科医師に連絡を取る等必要な措置を講じます。 

(3) サービスの利用料金 

・料金に関しましては、契約書別頁「料金表」を参照願います。 

・利用者の要介護度に応じたサービスの利用料金からの介護保険給付費を除いた金額（自己負担額）をお支払い

ください（利用料金は利用者の要介護度に応じて異なります。） 

・保険給付外サービスについては、利用料金の全額が利用者の自己負担となります。 

(4) 料金の支払い方法 

前記の料金・費用は、１ヶ月毎に計算して（月末〆）請求いたしますので翌月２７日に金融機関（ゆうちょ銀

行も含みます）口座から振替（引落）にてお支払いいただきます。 

◎収納代行会社名：明治安田システム・テクノロジー株式会社（ＭＢＳ） 

 

９  秘密保持と個人情報の保護について 

事業所はサービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしま

せん。この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。 

２ 事業所は前項に関わらず、利用者及びその家族のために、以下の内容にて必要最小限の範囲内で使用、提供又

は収集します。 

①利用者に関わる居宅サービス計画・介護予防サービス計画と（介護予防）小規模多機能型居宅介護計画の立案や

円滑なサービス提供のために実施されるサービス担当者会議での情報提供 

②計画作成担当者とサービス事業所との連絡調整 

③利用者が医療サービスの利用を希望している場合及び主治医の意見を求める必要がある場合 

④利用者の容態の変化にともない、緊急搬送を必要とする場合 

１０ 虐待の防止について 

 事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（1）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

  虐待防止に関する責任者   小林 一充 

（2）虐待防止のための委員会を開催しています。 

(3) 虐待防止のための指針を整備しています。 

(4) 従業者に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

(5) 介護相談員を受入れます。 

(6) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）による虐待を 

受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを区市町村に通報します。 



 

１１ 身体拘束の禁止について 

事業所の従業者は、利用者の身体拘束をしないケアの工夫を継続します。 

緊急時等やむを得ない状況により、一時的に身体拘束を実施した場合には、ケアの課題から糸口を見つけ、身体拘

束解除に向けた取り組みを多面的に行います。また、緊急時等やむを得ない理由により拘束せざるを得ない場合に

は、事前に利用者及びその家族へ十分な説明を行い、同意を得るとともにその態様、時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由について記録します。 

 

１２  運営推進会議について 

運営推進会議は、利用者、家族等、地域住民の代表者（町内会役員、民生委員、老人クラブの代表者など）、文

京区職員、サービスについての知識を有する者などにより構成される会議で、運営状況について報告し評価を受け

たり、地域との連携や地域交流、その他運営上の個別の取り組み等に対して、助言、要望などの意見交換の機会で

す。事業所では概ね 2 ヶ月に 1 回以上、運営推進会議を開催します。 

 

１３  協力医療機関について 

当事業所では、各利用者の主治医との連携を基本としつつ、病状の急変等に備えて以下の医療機関を協力医療

機関として連携体制を整備しています。 

    

協力医療機関 

名 称 本郷ファミリークリニック 

所在地 文京区本郷 1-33-8 ハウス本郷ﾋﾞﾙ 6 階 

電話番号 03-3868-7501 

診療科 内科・循環器科・呼吸器科・外科 

 

１４   サービス内容に関する相談・苦情の受付について 

 当事業所における苦情や相談は以下の窓口で受け付けます。 

事業所相談窓口    

グッドライフケア向丘 

担当：小林 一充 

受付時間 

電話 

所在地 

平日 

 

午前９時 ～ 午後６時 

０３－３８３０－０４５１ 

東京都文京区西片２－１９－１５ 

文京区役所 

福祉部 

介護保険課       

介護保険相談係 

受付時間 

電話 

所在地 

平日 

 

 

午前８時３０分 ～ 午後５時１５分 

０３－５８０３－１３８３ 

文京区春日１－１６－２１ 

文京シビックセンター9 階南側 

東京都国民健康保険 

団体連合会 

介護福祉部      

介護相談窓口 

受付時間 

電話 

所在地 

平日 午前９時～午後５時 

０３-６２３８-０１７７（専用） 

千代田区飯田橋３－５－１ 

東京都区政会館 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

上記内容について、利用者に説明を行い、交付しました。 

この重要事項説明書の説明年月日  

 

事

業

者 

所 在 地 〒104-0033 東京都中央区新川 1-23-5  

法 人 名 株式会社 グッドライフケア東京 

代 表 者 名 代表取締役  珍田 純子 

事 業 所 名 
〒113-0024 東京都文京区西片 2-19-15 

グッドライフケア向丘 

 

同意日 

 

 以上の内容の説明を事業所から受け、同意しました。 

利用者 

住 所 
 

氏 名  

   

家族代表者 

住 所 
 

氏 名 
 

 

続 柄  

 

代理人 

住 所 
 

氏 名  

利用者との

関係 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【20250106_小規模】 

サービス利用契約書＜（介護予防）小規模多機能型居宅介護＞ 

 

                      （以下「利用者」という。）とグッドライフケア向丘（法人名 株式会社グッドライフケア

東京（以下「事業所」という。）は、事業所が利用者に対して行う小規模多機能型居宅介護または介護予防小規模多

機能型居宅介護 (以下「事業」という。)について、次のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結します。 

第１条（契約の目的） 

事業所は、利用者に対し、介護保険法令等の関係法令、「文京区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営等の基準に関する条例(平成 25 年 3 月 6 日条例第 9 号)」、「文京区指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関す

る条例(平成 25 年 3 月 6 日条例第 10 号)」及び本契約に従い、適切な事業（以下「サービス」という。）を提供し、

利用者または家族等（以下「利用者等」という。）は事業所に対し、そのサービスの対価を支払うものとします。 

２ 利用者等及び事業所は、信義誠実を持って本契約を履行するものとします。 

 

第２条（契約期間） 

本契約の期間は、           を開始日とし、利用者の介護保険証の認定の有効期間満了日までとしま

す。ただし、契約期間満了前に利用者が要介護状態及び要支援状態区分の変更の認定を受け、要介護認定及び要支援

認定有効期間の満了日が変更された場合は変更後の有効期間の満了日までとします。 

２ 前項の契約期間の満了日前までに、利用者等から更新解除の意思表示が無い場合は、この契約は更新されるもの

とし、以後もこの例に依ります。 

３ 本契約が更新された場合、更新後の契約期間は、更新前の契約期間経過の翌日から、更新後の要介護状態及び要

支援状態区分の有効期間の満了日までとします。 

 

第３条(サービスの内容及び提供) 

事業所は、介護保険サービスとして、事業所のサービス拠点において利用者に対して日常生活上の世話及び機能訓

練を提供するサービス(通いサービス)、利用者の居宅に訪問して日常生活の世話、介護を行うサービス(訪問サービス)

及び事業者のサービス拠点に宿泊するサービス(宿泊サービス)を柔軟に組み合わせ、利用者の居宅サービス計画・介

護予防サービス計画(以下「ケアプラン等」という。)と小規模多機能型居宅介護計画・介護予防小規模多機能型居宅介

護計画(以下「サービス計画」という)に沿って提供します。 

２ サービスの具体的な内容は、「重要事項説明書」にて定めます。 

 

第４条(ケアプラン等とサービス計画の作成) 

事業所の管理者は、事業所の計画作成担当者(以下「計画作成担当者」という。)にケアプラン等とサービス計画の作

成に関する業務を担当させます。計画作成担当者は契約者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、

援助の目標を達成するための具体的なサービス内容等を記載したケアプラン等とサービス計画を作成します。 

２ 事業所は、ケアプラン等とサービス計画について、利用者等に対して説明し、同意を得た上で決定するものとし

ます。 

３ 事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等の変化により、援助目標や具体的なサービス内容を変

更する必要がある場合、または利用者等の要請に応じて、ケアプラン等とサービス計画について変更の必要があるか

どうかを調査し、その結果、必要があると認められた場合には、利用者等と協議してケアプラン等とサービス計画を

変更します。その際には、利用者等に対して書面を交付し、同意を得るものとします。 

 

第５条(サービスの提供の記録及び保存) 

事業所は、サービスの実施ごとに、その内容等を所定の書面に記入し、サービス終了時に利用者等の確認を受ける



こととします。 

２ 事業所は、サービスの提供の記録を、サービス完結後、５年間保存し、利用者等の求めに応じて閲覧させ、または

複写物を交付します。ただし、複写に際しては、事業所は利用者等に対して、実費相当額を請求できるものとします。 

 

第６条(緊急時の対応) 

事業所はサービスの提供中に利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医と連絡を取

る等必要な措置を講じます。 

 

第７条（秘密保持） 

事業所及び事業所が使用する者（以下「従業者」という。）は、サービスを提供するうえで知り得た利用者またはそ

の家族に関する秘密及び個人情報について、正当な理由なく、契約中及び契約終了後においても、第三者に漏らしま

せん。また、事業所は、その従業者が退職後においても在職中に知り得た利用者または家族の秘密及び個人情報を漏

らすことがないよう必要な措置を講じます。 

２ 事業所は、利用者に医療上、緊急の必要性がある場合には医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供でき

るものとします。 

３ 事業所は、前 2 項にかかわらず、利用者に係る他の訪問介護事業所、居宅介護支援事業者及び地域包括支援セン

ター等との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、

利用者等の個人情報を用いることができるものとします。 

４ 本条 1 項の規定にかかわらず、事業所は高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成 17

年法律 124号)に定める通報ができるものとし、その場合、事業所は秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。 

 

第８条（利用料等） 

利用者等は、サービス計画に基づき事業所が提供する介護保険給付サービス並びに介護保険給付外サービスについ

て、事業所に対し「重要事項説明書」及び「料金表」に記載された利用料及びその他の費用（以下「利用料等」という）

を支払います。 

２ 事業所は、サービスのうち、介護保険の適用を受けないものがある場合には、特にそのサービスの内容及び利用

料等について説明し、利用者等の同意を得ます。 

３ 事業所は、利用者等が事業所に支払うべきサービスに要した費用について、介護サービス費として保険者より支

給を受ける額の限度において、利用者に代わって保険者により支払い(以下「法定代理受領サービス」という。)を受け

ます。 

４ 事業所は、当月の料金合計額が記載された請求書を、翌月２０日頃までに利用者等に送付するものとします。請

求書には、介護保険給付対象の額と介護保険給付対象外の額を明記します。 

５ 利用者等は、当月の料金合計額を請求書到達後、「重要事項説明書」に定める銀行口座自動引き落としで指定日に

支払うものとします。ただし、事業所が認めた場合に限り、指定日までに銀行振込（振込手数料は利用者等の負担）と

する場合があります。 

６ 事業所は、利用者等から利用料の支払いを受けたときは、領収証を発行します。 

７ 事業所は、利用者が正当な理由なくサービスの利用をキャンセルした場合は、キャンセルした時期に応じて、「重

要事項説明書」に定めるキャンセル料の支払いを求めることができます。ただし、体調や容体の急変など、やむ得ない

事情がある場合を除きます。 

８ 利用料等のうち関係法令に基づいて定められたものが、契約期間中に変更になった場合は、関係法令に従って改

定後の利用料等が適用されます。この場合、事業所は利用者等に利用料変更を説明します。なお、利用者等はそれに同

意できない場合には、本契約を解約することができます。 

９ 料金の延滞分の支払いがあった場合は、延滞の古い順に入金があったものとして清算します。 

１０ 事業所は、利用料等の額を変更しようとする場合は、1 か月前までに利用者に対し文書により通知し、変更の申



し出を行います。 

 

第９条(利用の中止、変更、追加) 

利用者等は、事業所に対し、サービスの利用前日までに利用の中止、変更もしくは新たなサービスの利用の追加を

申し出るものとします。 

２ 事業所はインフルエンザ、ノロウィルス等感染症が疑われる場合は、サービスの提供をお断りすることがありま

す。 

 

第１０条(サービス提供証明書) 

事業所は、法定代理受領サービスを行わない場合において、利用者等から利用料の支払いを受けたときは、償還払

いを受けることができるように、利用者等に対してサービス提供証明書を交付します。サービス提供証明書には、提

供した介護保険給付対象の各種サービスの種類、内容、利用単位、費用等を記載します。 

 

第１１条（契約の終了） 

次の各号のいずれかに該当する場合には、当然に本契約は終了します。 

① 次のいずれかの理由により利用者にサービスを提供できなくなった場合 

ⅰ 利用者が死亡もしくは、被保険者資格を喪失したとき 

ⅱ 利用者が病気の治療等のため長期に渡り、サービスを受けられなくなったとき 

ⅲ 利用者の所在が 2 週間以上不明になったとき 

ⅳ 利用者が介護保険施設等へ入所したとき 

ⅴ 利用者が要介護認定の更新において、自立(非該当)と認定されたとき 

② 本契約第２条第２項の規定による更新拒絶(契約終了)の申し出がなされ、かつ契約期間が満了した場合 

③ 利用者等が本契約第１１条により本契約を解除したとき、又は事業者が同第１２条により本契約を解除したとき 

 

第１２条（利用者の解約・解除権） 

利用者等は、事業所に対し、契約終了希望日の７営業日前までに口頭または書面にて予告の通知をすることにより、

いつでも本契約を解約することができます。この場合、予告期間満了日に契約は解約されます。ただし、利用者の病

変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が７日間以内の通知でもこの契約を解約することができ

るものとします。 

２ 利用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、予告期間を設けることなく直ち 

にこの契約を解除できます。 

① 事業所が、正当な理由なく本契約に定めるサービスを提供せず、利用者の請求にもかかわらず、これを提供しな

い場合 

② 事業所が、本契約第７条に定める秘密保持義務に違反した場合 

③ 事業所が、利用者の身体・財産・名誉等を傷つけ、または著しい背信行為を行うなど本契約を継続し難い重大な事

由が認められる場合 

④ 事業所が行政処分を受けサービスの提供が行えない、あるいは破産した場合 

 

第１３条（事業所の解除権） 

事業所は、利用者等が次の各号のいずれかに該当する場合には、その履行を催告のうえ７日後に本契約を解除する

ことができます。なお、第③項で暴力行為があった場合及び第④項の場合は即時解除することができます。 

① 利用者等が、契約締結時に利用者の心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、または不実

の告知を行い、その結果、本契約を継続し難い重大な事情を生じさせた場合 

② 利用者等が、利用料等の支払を請求月の翌月１日を起算日として３か月以上滞納し、相当期間を定めた催告をし



たにもかかわらず、これを支払わない場合 

③ 利用者等がサービスの提供を阻害するような行為をなし、事業所による再三の申し入れにもかかわらず改善の見

込みがなく、本契約の目的を達することが困難になった場合 

④ 利用者等が暴力団その他の反社会的勢力またはその構成員であることが判明したとき、もしくは、暴力・脅迫そ

の他の犯罪を手段とする要求、法的な責任を超えた不当な要求を行った場合 

⑤ 事業所に人員不足等やむを得ない事情がある場合。ただし、この場合には事業所は１か月以上の猶予期間を設け

ます。 

 

第１４条（損害賠償） 

事業所は、サービスの提供にあたって、利用者等の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、不可抗力による場合

を除き、速やかに損害を賠償します。なお、事業所は不測の事態に備え、損害賠償保険に加入します。 

２ 前項において、事故により利用者等の生命、身体または財産に損害が発生した場合は、事業所は速やかにその損

害を賠償します。ただし、事業所に故意または過失がない場合はこの限りではありません。 

３ 前項の場合において、当該事故発生につき利用者等に故意または重過失がある場合は、損害賠償の額を免除また

は減額することができます。 

４ 利用者等の故意または重過失により、事業所、またはその従業者の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、不

可抗力による場合を除き、事業所は利用者等へ損害賠償を請求する場合があります。 

 

第１５条（相談・苦情対応） 

利用者等は、サービスに苦情・相談がある場合は、いつでも「重要事項説明書」記載のご利用者相談室に苦情を申し

立てる事ができます。  

名  称：グッドライフケア向丘 

           電話番号：03-3830-0451 

２ 事業所は、利用者へ提供したサービスについて、利用者等から苦情の申し出があった場合は、迅速、適切に対処し

サービスの向上、改善に努めます。 

 

第１６条（家族代表者等） 

本契約における家族代表者及び代理人（以下「家族代表者等」という。）は、利用者の代わりに利用者の署名を行う

者または利用者から選任されて本契約を締結する者をいいます。 

２ 家族代表者等は、利用者が自ら文字が書けない場合は、利用者の契約意思を確認し、利用者の代わりに署名を行

います。 

３ 家族代表者等は、本契約における利用者の債務を保証し、利用者と連帯して履行の責任を負うものとします。 

 

第１７条（協議事項） 

この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めに従い、利用者と事業所双方が誠意を持

って協議のうえ定めるものとします。 

 

第１８条（合意管轄） 

本契約に起因する紛争に関して疑義が生じた場合は、文京区介護保険課または国民健康保険団体連合会にて紛争の

解決を図り、やむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び事業者は、東京地方裁判所を第一審管轄裁判所とすることを

予め合意するものとします。                                       

 

 

 



本契約が成立したことを証するために、本電子契約書ファイルを作成し、電子署名をおこなう。 

なお、本契約においては、電子データである本電子契約書ファイルを原本とし、同ファイルを印刷した文書はその写

しとする。 

 

契約締結日 

 

                                                                                 

利用者 

住 所 
 

氏 名  

   

家族代表者 

住 所 
 

氏 名  

続 柄  

 

代理人 

住 所 
 

氏 名  

利用者との

関係 
 

 

 

 

 

事

業

者 
所 在 地 〒104-0033 東京都中央区新川 1 丁目 23 番 5 号 

法 人 名 株式会社 グッドライフケア東京 

代 表 者 名 代表取締役  珍田 純子             

 

事 業 所 

〒113-0024 東京都文京区西片 2 丁目 19 番 15 号 

 グッドライフケア向丘 

（事業所番号：１３９０５００２２９） 

 


